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平成20年度松岡ゼミ最終回特別企画・最新判例研究

原因関係を欠く振込みに係る預金の払戻請求と権利濫用
最高裁判所第二小法廷平成20年10月10日判決裁時1469号2頁、金判1302号12頁

【事件の概要】
Ｘは、Ａ銀行Ｈ支店に本件普通預金口座を有し、Ｘの夫であるＢは、Ｃ銀行Ｊ支店に預

金元本額を1100万円とする定期預金口座を有していた。これらの預金口座の通帳と銀行届

出印を盗んだＤらは、当日にＡ銀行Ｋ支店において、Ｘの普通預金口座や貯蓄預金口座か

ら合計106万円、ＸＢの子名義の普通預金口座からも約25万円の払戻しを受け、Ｂ名義の

口座に入金した。さらにＤらは、翌日、Ｃ銀行Ｊ支店において、Ｂの定期預金の預金通帳

等を提示して定期預金の口座を解約するとともに、解約金元利合計1100万7404円を本件普

通預金口座に振り込むよう依頼し、これに基づいて本件普通預金口座に上記同額が振り込

まれ、本件普通預金口座の残高は1100万8255円となった（801円しか残高はなかったことにな

る）。約40分後に、Ｄらは、Ａ銀行Ｉ支店において、本件普通預金の預金通帳等を提示し

て、本件普通預金口座から1100万円の払戻しを求め、同銀行は、Ｄらに同額を交付した。

Ｘは、同日、Ａに通帳の盗難による喪失の届けを出したが、すでに上記の払戻しがなされ

ていた。Ｘは、Ａ銀行の権利義務を承継したＹに対し、106万円と1100万円の払戻しを求

めた。

【訴訟の経緯】
１ 第二審（東京地判平成17年12月16日金法1814号49頁、金判1263号51頁）

争点 民法478条や免責約款による支払銀行の免責の可否（Ｃ銀行は被告ではなく、本訴で

は、Ｃ銀行の定期口座解約と振込指示については問題になっていない。別件訴訟が提起され

ているらしい。また、ＢＸの子ども名義の25万円の払戻請求はどうなっているか不明。これ

もひょっとして別訴が提起されているかもしれない）。

請求の一部認容（本件1100万円について認容）。

免責条項があっても預金の払戻について銀行に過失があれば免責されないし、民法478

条も適用されない。盗難当日のＸ名義の普通預金や貯蓄預金からの合計106万円の払戻し

については過失がない。

これに対して、「普通預金は、口座開設の際に、預金者と銀行との間で契約書を作成し

て預金の払戻しの方法、利息等について普通預金規定による旨合意し、この口座に振り込

まれた金員については、自由な出入金が予定されているものであり、普通預金口座に預け

入れられた金額は常に既存の残高と合計された一個の債権として取り扱われ、預入れごと

に金額を区分けして取り扱うことはおよそ想定されていないから、一個の包括的な契約が

成立しているものと解すべきであり、個々の預入金ごとに格別の預金債権が成立するとみ

るべきものではない。そうすると、普通預金契約においては、口座開設当時の預金者がそ

の後の預入金を含めた預金全体について預金者となると解するのが相当である。

したがって、本件振込みによってＢ名義の定期預金口座から本件普通預金口座に振込送

金された1100万円についても、その預金者は、本件普通預金口座の開設時の預金者のＸで

あると認められる」。

そのうえで、本件預金口座からの本件1100万円の払戻しは、金額が高額であり口座残高

のほぼ全額の払戻しを求めるものであることから慎重な手続が要請されるところ、払戻請

求者が暗証番号を回答できなかった場合には金融機関の払戻担当者は強い疑いを抱くべき

であり、写真付本人確認書類の提示を受けるなどのさらに慎重な本人確認手続を講じなか

った点に過失があり、本件払戻しは有効な弁済とはならない。

双方が控訴。
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２ 第二審（東京高判平成18年10月18日判時1952号96頁、金法1814号39頁、金判1263号44頁）

争点 1100万円の振込金によって成立した預金の権利者、民法478条や免責約款による

支払銀行の免責の可否、Ｘの払戻請求の権利濫用の成否、過失相殺の類推による

請求減額の可否

Ｘの控訴（106万円の部分）を棄却、原判決中Ｙ敗訴部分（1100万円の部分）を取り消し、Ｘ

の請求を全部棄却。

民法478条の適用に預金者の帰責事由が必要だとするＸの主張は独自の見解で採用でき

ない。106万円の払戻しについては、年齢や筆跡の違いを確認する義務まではなく、Ｙに

過失はない。

Ｘへの預金債権の帰属については第一審と同じ理由で肯定。「なお、Ｄらは、自己のた

めに普通預金契約を成立させるために本件振込みをさせたものではなく、Ｘを騙る者によ

る払戻しを企図し、Ｘの本件普通預金口座での預金成立を意図して本件振込みをさせたも

のというべきである。」

「上記のとおり本件振込みに係る金銭は本件普通預金を構成するものとしてＸに属する

と解すべきであるが、Ｘが払戻しを受けるべき正当な利益を欠くときは、その払戻請求は

権利濫用として許されないものと解すべきである。

これを本件についてみると、本件振込みに係る普通預金は、それが成立した時点におい

ては、Ｘにおいて振込みによる利得を保持する法律上の原因を欠き、Ｘは、この利得によ

り損失を受けた者へ、当該利得を返還すべきものである。なお、本件振込みによる財貨の

移転は振込名義人たるＢの意思に基づかないものであり、その原因は権限のないＤらによ

るＢの定期預金の解約払戻し・振込みという行為によるものであり、Ｂは、Ｄらによる同

人のＣ銀行の定期預金1100万円の払戻しについて同銀行が免責される場合においては、Ｄ

らに対して同額の不当利得返還請求権を取得し、さらに、現に法律上の原因なしに自己の

損失により生じた利得を現に保持するＸに対しても、法律上の原因のない財貨の移転が連

続し、損失と現在の利得との間に因果関係が認められる場合であるとして、本件振込金相

当額の不当利得返還請求権を取得する地位にあると解される。すなわち、Ｘとしては、本

件振込みに係る普通預金につき自己のために払戻しを請求する固有の利益を有せず、これ

を振込者（不当利得関係の巻戻し）又は最終損失者へ返還すべきものとして保持するに止ま

り、その権利行使もこの返還義務の履行の範囲に止まるものと解すべきである。そして、

この権利行使の方法は、特段の事情がない限り、自己への払戻請求ではなく、原状回復の

ための措置をとることにあると解すべきものである（最高裁判所平成15年3月12日判決・刑集57

巻3号322頁参照）。

もっとも、上記説示は、Ｘが不当利得返還義務を負っている場合に関するものであると

ころ、本件振込みの約40分後にされた本件払戻しにより、これに全く関知しないＸの利得

（本件普通預金口座残額の増加）は消滅した（本件ではＸが利得した預金と本件払戻しにより喪失し

た預金との同一性が認められるから、金銭の交付によって生じた利益に関する現存の推定は働かない。）。

そうすると、Ｘには不当利得の返還義務の履行のために保持すべき利得（預金残高）も存

在しないというべきである。この法律関係は、本件払戻しにつきＹに過失がある場合でも

生ずるものであり、Ｙに過失があったとしても、それは不当利得返還に応じ得たというＸ

の立場を侵害するものであって、Ｘが有した預金払戻請求権を侵害するものではない（本

件払戻しの効果を否定して、不当利得返還義務を復活させることをもって、ＸのＹに対する法的利益と

いうことはできない。）。

そうすると、Ｘによる本件普通預金中本件払戻しに係る部分の払戻請求は、Ｘ固有の利

益に基づくものではなく、また、不当利得返還義務の履行手段としてのものでもないから、

Ｘは払戻しを受けるべき正当な利益を欠くこととなり、権利の濫用に該当すると解すべき

である。

なお、Ｘは、Ｂに依頼されて同人の被害回復のために本件払込金に係る預金の払戻しを

請求しているものであり、実質的にはＢによる払戻請求と同視すべきである旨主張する。

しかし、ＸはＢと別個の法的主体であって、Ｘが勝訴して上記金員の払戻しを受けた場合
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に、これが同人に当然に交付されるという法的な保障はなく、ＢのＸに対する不当利得返

還請求権も本件振込金がＤらによって入金後間もなく払い戻されたことによって消滅した

ものと解されるから、ＢとＸとの身分関係又はＸの本訴追行の意図は、ＸのＹに対する1100

万円の払戻請求を許容する根拠とはならない。」

なお、実質的被害者Ｂの立場から検討すると、「本件振込みに際してのＢの定期預金の

解約・払戻しにつきＣ銀行に過失があったと判断される場合には、Ｂの定期預金払戻請求

権は失われず、この請求と別に、ＸのＹに対する預金払戻請求を認容する場合には、実体

法的には、ＢのＣ銀行に対する請求とＸのＹに対する請求という両立できない債権を肯定

することになるが、このような債権者と債務者とを異にする複数債権の不真性連帯関係は

予定されていない。仮にＢのＣ銀行に対する請求が認容される場合には、ＸのＹに対する

本件請求を行使しないとすることが、Ｂ及びＸの意思であるとすれば、本件請求は別件訴

訟の敗訴を条件とする不確定な請求ということになる。

他方、本件振込みに際してのＢの定期預金の解約につきＣ銀行に過失がなかったと判断

される場合には、法的にはＤらからの回収リスクはＢが負担すべきものと判断されたこと

になる。この場合に、Ｄらが定期預金の解約金をＹにおけるＸの普通預金口座に入金し、

ＸがＢの妻であることから、当該普通預金の払戻しがされる前であれば、Ｘとの協力によ

り容易に被害の回復が可能な事態が生じた。しかし、この場合のＢの被害回復への期待は

Ｄらが窃取金をＢの権利行使が容易な方法で保管したことから生じた事実上の期待という

べきである。このことは、Ｂと何の関わりもない第三者の普通預金口座に、その者が関知

しない間に、Ｄらにより窃取金が振り込まれ、払い出された場合を想定すれば、自己の預

金口座を財貨の移転経路に利用されただけの当該第三者に不当利得の返還を求め得べきも

のではなく、また、当該第三者に銀行への払戻請求を期待し得るものでもないことから明

らかであろう。また、ＢがＸの預金に何らかの権利を取得するものではないから、Ｂとし

て、被害回復を確実にするためには、Ｘの預金が存在する間に、Ｘに対する不当利得返還

請求権に基づき当該預金の仮差押え等をすべきものである。Ｘの預金の払戻しにつきＹに

過失があったとしても、固有の利益のないＸの払戻請求という手段によって、Ｄらからの

回収リスクの全てをＹに転化すべきものとは解されない。

民法478条による免責が弁済者の無過失を要するのは、実体法上の弁済受領権のある債

権者の保護を目的とするものであり、Ｘがこのような債権者に該当しないことは、既に説

示したとおりである。本件事案で保護すべき最終損失者がＢであることからすれば、Ｙの

弁済における注意義務もＢの利益保護の観点から検討されるべきものであって、Ｘの普通

預金の払戻しにつきＹに過失があった場合に、それがＢのＸに対する不当利得返還請求権

の行使を侵害するものと評し得るときは、ＢがＹに対してその損害の賠償を請求すべきも

のであり、ＢとＸとの利害が共通するからといって、Ｘの請求が理由あるものとなるわけ

ではない。」

【上告理由の要旨】
1) Ｂと相談したうえでＢの被害回復を目的として払戻請求を行うＸには正当な利益があ

り、その払戻請求を権利濫用とするのは、原因関係がない誤振込でもＸの預金債権が成

立するとする判例と実質的に牴触する。

2) Ｄらへの払戻しが有効か否かを判断しないままＸの預金債権＝利得が消滅したとする

のは理由不備である。

3) ＹのＤらへの払戻しには過失があり、盗難の被害者であるＸやＢにその損失を転嫁す

べきではない。Ｂの立場からの検討にも論理の飛躍や理由齟齬が多数あり、本件請求を

否定する理論的根拠にはなりえない。
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【最高裁判決の内容】
1100万円の部分について、破棄差戻し（106万円の請求棄却の判決に対しては上告されず、上告

審では判断されていない）

「振込依頼人から受取人として指定された者（以下「受取人」という。）の銀行の普通預金

口座に振込みがあったときは、振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係

が存在するか否かにかかわらず、受取人と銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成

立し、受取人において銀行に対し上記金額相当の普通預金債権を取得するものと解するの

が相当であり（最高裁平成4年（オ）第413号同8年4月26日第2小法廷判決・民集50巻5号1267頁参照）、

上記法律関係が存在しないために受取人が振込依頼人に対して不当利得返還義務を負う場

合であっても、受取人が上記普通預金債権を有する以上、その行使が不当利得返還義務の

履行手段としてのものなどに限定される理由はないというべきである。そうすると、受取

人の普通預金口座への振込みを依頼した振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる

法律関係が存在しない場合において、受取人が当該振込みに係る預金の払戻しを請求する

ことについては、払戻しを受けることが当該振込みに係る金員を不正に取得するための行

為であって、詐欺罪等の犯行の一環を成す場合であるなど、これを認めることが著しく正

義に反するような特段の事情があるときは、権利の濫用に当たるとしても、受取人が振込

依頼人に対して不当利得返還義務を負担しているというだけでは、権利の濫用に当たると

いうことはできないものというべきである。

これを本件についてみると、前記事実関係によれば、本件振込みは、Ｄらが……Ｘの自

宅から窃取した預金通帳等を用いてＢの定期預金の口座を解約し、その解約金をＸの本件

普通預金口座に振り込んだものであるというのであるから、本件振込みにはその原因とな

る法律関係が存在しないことは明らかであるが、上記のような本件振込みの経緯に照らせ

ば、Ｘが本件振込みに係る預金について払戻しを請求することが権利の濫用となるような

特段の事情があることはうかがわれない。ＹにおいてＤら……に対して本件振込みに係る

預金の一部の払戻しをしたことが上記特段の事情となるものでもない。したがって、Ｘが

本件普通預金について本件振込みに係る預金の払戻しを請求することが権利の濫用に当た

るということはできない」。

本件払戻しが債権の準占有者への弁済として有効であるか否かをさらに審理させるた

め、原審に差し戻す。

【従来の判例の概要】
１ 最判平成8年（誤振込による預金債権の成否）

原因関係が存在しない誤振込でも預金は成立する。

「振込依頼人から受取人の銀行の普通預金口座に振込みがあったときは、振込依頼人と

受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず、受取人と銀

行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立し、受取人が銀行に対して右金額相当の普

通預金債権を取得するものと解するのが相当である。けだし、前記普通預金規定には、振

込みがあった場合にはこれを預金口座に受け入れるという趣旨の定めがあるだけで、受取

人と銀行との間の普通預金契約の成否を振込依頼人と受取人との間の振込みの原因となる

法律関係の有無に懸からせていることをうかがわせる定めは置かれていないし、振込みは、

銀行間及び銀行店舗間の送金手続を通して安全、安価、迅速に資金を移動する手段であっ

て、多数かつ多額の資金移動を円滑に処理するため、その仲介に当たる銀行が各資金移動

の原因となる法律関係の存否、内容等を関知することなくこれを遂行する仕組みが採られ

ているからである。」

２ 最決平成15年（受取人の払戻請求と詐欺罪の成否）

誤振込であることを知りながらこれを秘して払戻しを受けた受取人には被仕向銀行に対

する詐欺罪が成立する。
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３ 名古屋高判平成17年（被仕向銀行の相殺と不当利得責任）

組戻しについて受取人の同意があれば、預金債権は受働債権となりえず、口座名義人に

対する貸金債権で相殺したと主張する被仕向銀行には不当利得返還責任がある。

「振込依頼人が、誤振込みを理由に、仕向銀行に組戻しを依頼し、受取人も、振込依頼

人の誤振込みによる入金であることを認めて、被仕向銀行による返還を承諾している場合

には、受取人において、振込依頼人の誤振込みによる入金を拒否（あるいは、上記当座預金

口座に記帳された振込金額相当の預金を事実上放棄）する意思表示をするものと解することがで

き、他方で、被仕向銀行においても、受取人が当該振込金額相当の預金債権を権利行使す

ることは考えられず…、このままの状態では振込金の返還先が存在しないことになり、同

銀行に利得が生じたのと同様の結果になること、さらに、被仕向銀行が、誤振込みである

ことを知っている場合には、銀行間及び銀行店舗間の多数かつ多額の資金移動の円滑な処

理の面からの保護を考慮することは必ずしも必要でなく、かつ、振込依頼人と受取人間の

原因関係をめぐる紛争に被仕向銀行を巻き込み、対応困難な立場に置くこともなく（なお、

受取人、被仕向銀行共に誤振込みであることを知っている場合には、間違って振込みをした者に不利益

を負わせるのが公平であるともいえない。）、個別的な組戻し手続をとることを妨げるものでは

ないことからすれば、以上のような場合にあっては、上記のとおり、受取人と被仕向銀行

との間に振込金額相当の（当座）預金契約が成立したとしても、正義、公平の観念に照ら

し、その法的処理において、実質はこれが成立していないのと同様に構成し、振込依頼人

が誤振込みを理由とする振込金相当額の返還を求める不当利得返還請求においては、振込

依頼人の損失によって被仕向銀行に当該振込金相当額の利得が生じたものとして、組戻し

の方法をとるまでもなく、振込依頼人への直接の返還義務を認めるのが相当である。けだ

し、受取人が、振込金について預金債権を有しないことを認めており、被仕向銀行には組

戻しを拒む正当な理由がないのに、誤振込みをした振込依頼人は、受取人に対する不当利

得返還請求権…の行使しかできないとすると、受取人としては、常に被仕向銀行に対する

預金債権を行使せざるを得なくなり（しかも、当座預金口座の場合には当座取引の終了が必要と

なる。）、いたずらに紛争の解決を迂遠なものとし、実質的に保護すべき関係にないものを

保護する結果となり、無用な混乱を招くものといえる。」

東京地判平成17年9月も結果同旨。口座名義人が所在不明で組戻しの承諾が得られない

事情を聞きながら、誤振込の事実の有無を確認しないまま自らの債権回収を優先させる相

殺を行ったことが原告との関係で法律上の原因を欠く。

４ 東京地判平成17年3月の2判決（振り込め詐欺の被害者救済と債権者代位権）

振り込め詐欺被害者が氏名不詳の加害者に対する不当利得返還請求権を被保全債権とし

て預金債権の払戻請求権を代位行使することを肯定。

【学説の対応】
１ 平成8年判決に対する評価

２ 平成15年判決に対する評価

３ 原審判決に対する反応

1)誰がＸの預金債権の払戻しを求めることができるのかという問題が生じる（金判1263

号44頁コメント）。Ｂの直接の権利行使？代位行使？代位行使の場合の権利濫用の抗弁

が成り立つのか？

2)結論に好意的ながら、Ｄらへの払戻しの有効性は前提問題として判断すべきである（田

中62頁、飯塚19-20頁、森田10頁）。

3)Ｃ銀行に対するＢの払戻請求と本件払戻請求は、両立しないため、本件払戻請求を棄

却する結論には賛成だが、権利濫用ではなく、478条や479条の適用によるべきである

（田中61、63頁）。
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4)被害者Ｂの保護を図る試みとして結論に好意的（森田10頁）。

【本判決が新たに明らかにしたルール】
1)原因関係を欠く振込みによっても預金が成立する（無因的な預金債権成立）という判例

法の確認と維持。

2)原因関係を欠く振込みによって成立した預金についても、払戻請求は原則として権利

濫用とならないこと。

3)債権の準占有者への弁済の有効性が前提問題として検討されるべきこと。

【残された問題点】

【参考判例・裁判例】

①最判平成8年4月26日民集50巻5号1267頁

②最決平成15年3月12日刑集57巻3号322頁

③名古屋高判平成17年3月17日金判1214号19頁

④東京地判平成17年9月26日金判1226号8頁

⑤東京地判平成17年3月29日金判1760号40頁

⑥東京地判平成17年3月30日金判1215号6頁
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